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【世帯数】     816世帯 

【人 口】 男  916人 

女  969人 

 合計 1,885人 

（令和５年１月３１日現在） 

令和５年３月号 

 ➀ 

防
災
備
品
購
入
支
援
寄
付
金
贈
呈
式 

 
 

 

～
防
災
拠
点
の
機
能
強
化
へ
～ 

 

東
陽
小
学
校
の
昔
遊
び
体
験 

 
 
 

～
遊
び
の
達
人
が
集
結
！
～ 

 

「
道
の
駅
東
陽
」
が
、
一
般
社
団
法
人
九

州
地
域
づ
く
り
協
会 

か
ら
防
災
備
品
購
入

支
援
寄
付
金
の
贈
呈
を
受
け
、
2
月
14

日

（
火
）
市
役
所
本
庁
で
寄
付
金
目
録
贈
呈
式

が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 

こ
の
寄
付
は
、
防
災
拠
点
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
た
九
州
の
道
の
駅
に
対
し
、
同
協
会

が
防
災
備
品
の
整
備
支
援
を
実
施
し
て
い
る

も
の
で
、
赤
星
専
務
理
事
は
「
災
害
が
頻
発

す
る
中
で
、
道
の
駅
の
果
た
す
役
割
は
大
き

い
た
め
、
寄
付
金
が
役
立
っ
て
く
れ
れ
ば
幸

い
で
す
」
と
話
し
ま
し
た
。 

 

「
道
の
駅
東
陽
」
で
は
、
こ
の
寄
付
金
を

ポ
ー
タ
ブ
ル
電
源
や
L

E

D
投
光
器
の
整

備
に
活
用
す
る
予
定
で
、
坂
本
駅
長
は
「
身

が
引
き
締
ま
る
思
い
。
万
が
一
の
時
、
被
災

し
た
方
々
に
少
し
で
も
安
心
し
て
利
用
し
て

い
た
だ
け
る
よ
う
、
今
回
の
寄
付
金
を
有
効

的
に
使
い
た
い
」
と
思
い
を
述
べ
ま
し
た
。 

2
月
16

日
（
木
）
、
東
陽
小
学
校
１
・
２

年
生
の
児
童
を
対
象
と
し
た
昔
遊
び
体
験
の

授
業
が
行
わ
れ
、
地
域
学
校
協
働
活
動
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
奥
村
英
子
さ
ん
を
は
じ
め

と
す
る
昔
遊
び
の
達
人
た
ち
が
講
師
を
務
め

ま
し
た
。 

遊
び
は
４
種
類
で
、
「
こ
ま
回
し
」
を
橋

本
剛
さ
ん
、
「
お
手
玉
」
を
中
野
文
子
さ

ん
、
「
竹
馬
」
を
梅
本
英
嗣
さ
ん
、
「
た
こ

あ
げ
」
を
奥
村
さ
ん
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当
し
、

４
班
に
分
か
れ
た
児
童
た
ち
が
交
代
し
な
が

ら
全
て
の
遊
び
を
体
験
し
ま
し
た
。 

中
で
も
、
こ
ま
回
し
は
準
備
段
階
の
こ
ま

に
紐
を
巻
き
付
け
る
こ
と
さ
え
も
難
し
く
、

多
く
の
児
童
が
苦
戦
し
て
い
ま
し
た
。 

こ
ま
担
当
の
橋
本
さ
ん
は
、
子
ど
も
で
も

回
す
こ
と
が
で
き
る
手
作
り
の
こ
ま
を
準
備

し
て
お
り
、
こ
ま
回
し
の
楽
し
さ
を
知
る
こ

と
が
で
き
た
児
童
か
ら
は
、
「
こ
ま
を
買
っ

て
家
で
も
や
っ
て
み
た
い
」
と
の
感
想
が
聞

か
れ
ま
し
た
。 

 

１
月
28

日
（
土
）
と
29

日
（
日
）
の
２
日
間
、
東

陽
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム

協
会
主
催
に
よ
る
晩
白
柚

収
穫
体
験
が
開
催
さ
れ
、

市
内
外
か
ら
の
参
加
者
40

組
約
１
０
０
名
が
晩
白
柚

の
収
穫
体
験
を
楽
し
み
ま

し
た
。 

 

 

大
き
く
実
っ
た
晩
白
柚

と
と
も
に
、
前
田
ス
エ
メ

さ
ん
お
手
製
の
「
晩
白
柚

ち
ら
し
寿
司
」
や
「
晩
白

柚
菓
子
」
の
お
も
て
な
し
も
大
好
評
で
、
参
加

者
ら
は
大
満
足
の
様
子
で
し
た
。 

晩
白
柚
づ
く
し
体
験
に
大
満
足
♪ 

楽
し
く
運
動
☆ 

遊
ビ
バ
！
！ 

 

２
月
13

日
（
月
）、
河
俣
保
育
園
で
運
動
指

導
専
門
の
先
生
を
招
い
て
運
動
遊
び
が
行
わ
れ

ま
し
た
。 

 

ジ
ャ
ン
プ
や
ぶ
ら
下
が
り
な
ど
様
々
な
動
き

を
音
楽
の
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
テ
ン
ポ
よ
く
連 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

続
し
て
行
う
こ
と
で
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

園
児
た
ち
は
自
然
と
夢 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

中
に
な
り
、
楽
し
く
体 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
動
か
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

幅
跳
び
遊
び
で
小
学 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

１
年
生
の
平
均
記
録
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

超
え
る
と
、
嬉
し
そ
う 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
何
度
も
チ
ャ
レ
ン
ジ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

し
て
い
ま
し
た
。 



3月10日（金）納期限のもの 

◆農業集落排水使用料    2月（1月使用分） 

◆浄 化 槽 使 用 料   2月（1月使用分） 

3月31日（金）納期限のもの 

◆国民健康保険税       12期 

◆介 護 保 険 料       12期 

◆後期高齢者医療保険料     9期 

◆簡易水道使用料        3月（2月使用分） 

※口座振替をご利用の方は、事前に口座の残高 

 をお確かめください。 

※納付が遅れる場合は、必ず地域振興課までご 

 連絡、ご相談ください。 

【問合せ先】 地域振興課 65-2111 

   

 

 

令和5年3月1日（水）から3月7日（火）ま

での7日間、「春季全国火災予防運動」が実施さ

れます。 

 これは、火災が発生しやすい時期を迎えるに

あたって、火災予防意識の一層の普及を図るこ

とにより、火災の発生を防ぎ、高齢者等を中心

とする犠牲者の発生や、財産の損失等を防ぐこ

とを目的として実施されます。 

 空気が乾燥し最も火災の起こりやすい季節で

す。一人ひとりが防火意識を高め『火災ゼロの

まち』を目指しましょう。 

【 令和４年度 全国統一防火標語】 

お出かけは マスク戸締り 火の用心 

 

山林や河川、道路、他人の所有地などに廃棄

物を投棄する不法投棄が後を絶ちません。 

「少しくらいなら」「処分費用がもったいな

いから」などの理由で不法投棄を行う人がいま

すが、この行為は法律で禁止されており、罰則

もあります。 

私たちのまちを不法投棄のない美しい町にす

るために皆さんのご協力をお願いします。 

【問合せ先】地域振興課 65-2111 

 ■堆肥無料提供のご案内 

衛生センターの汚泥を利用して作られた堆肥

を無料で提供します。 

電話予約：3月8日（水）～10日（金） 

    午前9時～午後4時 

提供日時：3月13日（月）～17日（金） 

    午前9時～午後5時 

配布場所：八代生活環境事務組合 衛生センター 

    （八代市鏡町鏡1375） 

    ※マスク着用にてご来場ください。 

内 容：し尿・浄化槽汚泥を利用して作られた 

    有機たい肥20ℓ袋を一家族2袋まで無 

    料で提供します。（総提供数200袋） 

    ※要予約 

対象者：旧八代郡の区域（坂本町、千丁町、鏡 

    町、東陽町、泉町）並びに氷川町にお 

    住まいの方 

【問合せ・予約先】 
八代生活環境事務組合 衛生ｾﾝﾀｰ  52-0772 

 ■市税等の納期について 

 ■県議会議員選挙 熊本県議会議員八代市・

八代郡選挙区一般選挙（定数4人）のお知らせ 

任期満了による熊本議会議員一般選挙は、統一地

方選挙により行われます。 

      【 期 日 】 

    日にち：４月９日（日） 

    時 間：午前７時～午後６時            

※「投票案内ハガキ」に記載された投票所・投   

 票時間をご確認の上、投票に行きましょう。 

※ハガキを紛失されても、投票所で本人確認がで 

 きれば投票できます。 

※投票日に外出などの予定があり、投票に行くこ 

 とができない人は、期日前投票をご利用くださ 

 い。 

  【 期日前投票（東陽支所） 】 

     期 間：４月１日（土）～４月８日（土） 

   時 間：午前８時３０分～午後５時 

   場 所：東陽支所 １階 小会議室 

※宣誓書の提出が必要です。宣誓書は送付され      

 る「投票案内ハガキ」に添付してあります。 

 各投票所にも設置し、市のホームぺージにも掲 

 載しています。 

【問合せ先】 

  地域振興課総務振興係 65-2111 

■不法投棄は違法行為です！！ 

 請求期間は、令和2年4月1日から令和5年3

月31日までの3年間となっております。 

 請求期限を過ぎますと時効により権利が消滅

し、特別弔慰金を受けることができなくなりま

すので、ご注意ください。 

【問合せ先】 

  健康福祉政策課 32-3662  

  東陽健康福祉地域事務所 65-2113 

 

■第十一回特別弔慰金の請求期限は 

  令和５年３月３１日です。 

■春季全国火災予防運動のお知らせ 


